
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～公的年金制度（老齢年金）のワンポイント解説～ 

☛ 国民年金の加入対象者（＝被保険者）は、下記の 3種類があります。 

被保険者の種類 対象者 

第１号被保険者 ・20歳以上 60歳未満の国内在住者（第 2号・第 3号被保険者以外の全員） 

（例）自営業者、農業・漁業従事者、学生、無職の方とその配偶者など 

第２号被保険者 ・会社員、公務員、教員など 

※厚生年金にも同時に加入 

第３号被保険者 ・第 2号被保険者に扶養される 20歳以上 60歳未満の配偶者 

 

☛ 国民年金を受け取るための条件について、具体的には下記の通りです。 

年金の種類 対象者 

国民年金 ・受給資格期間（下記期間の合計）が 10年以上あること 

 ①国民年金、厚生年金、共済年金の保険料を納付した期間 

 ②国民年金の保険料を免除された期間 

 ③学生納付特例、納付猶予を受けた期間 

 ④任意加入できたのに任意加入しなかった 60歳未満の期間など 

厚生年金 ・老齢基礎年金の受給資格（受給資格期間 10 年以上）があり、厚生年金の加入期間が 1

か月以上あること 
 

☛ 各被保険者が納めなければいけない保険料は下記の通りです。 

被保険者の種類 対象者 

第１号被保険者 ・2024(令和 6)年度の国民年金保険料は、月額 16,980円です 

・保険料の納付が難しい場合、「免除」や「猶予」の制度があり、適用を受けている期間

は受給資格期間に反映されます（一部、年金額に反映されるものもあります） 

第２号被保険者 ・厚生年金保険料は月給・賞与の 9.15％の額 ※勤務先も同額を負担 

・原則、4～6月の月給の平均額（標準報酬月額）を基に計算した金額を 9月から 1年間

使用し、標準報酬月額は上限 65万円、標準賞与額は 1回あたり上限 150万円です。 

・私立学校の教職員の負担は 8.1945％ 

第３号被保険者 ・保険料の負担はありません（配偶者である第 2号被保険者が加入している被用者年金

制度が毎年度負担しています） 

 

☛ お客さまが受け取ることのできる年金額はこれまでの加入履歴・金額等によって様々であり、平均値では

お客さまの実情と乖離している場合があるので注意が必要です。併せて、お客さまが思い描く老後生活も

多様であり、ここで示している生活費の平均値やアンケート調査の結果に基づく金額は、あくまで参考値

として説明する必要があります。 

☛ 老後の必要資金を正確に試算するためには、実際にお客さまが受け取ることができる年金額と、お客さま

が思い描く老後生活に必要な費用を正しく試算する必要があります。各保険会社の取扱いに従って、保険

会社が提供している試算ツールや厚生労働省の「公的年金シミュレーター」を利用しましょう。 

⚠保険募集時に「将来、国の年金は受け取れるか分からない」「年金制度は破綻するかもしれな

い」といった、根拠のない情報で不当に不安を煽るようなことは絶対にしてはいけません！！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～公的年金シミュレーターのワンポイント解説～ 

【応用編】ライフプランに応じたシミュレーションの方法 

＜今後の年収／就労完了年齢／受給開始年齢の変更に基づくシミュレーション＞ 

・試算画面のグラフ下に表示されている、「今後の年収」「就労完了年齢」「受給開始年齢」を、スライドバー

や＋／－のボタン操作で変更することにより、年金見込み受給額の変化を確認できます。 
 

＜働き方／暮らし方の変更に基づくシミュレーション＞ 

①試算画面のグラフ下の入力部分をスクロールし「働き方・暮らし方の入力欄を開く」ボタンをタップ 

②「働き方・暮らし方の追加」をタップし、「働き方・暮らし方」の入力欄で、該当ボタンをタップ 

③「期間」の入力欄に、②で入力した被保険者種類の加入期間を入力 

④（国民年金第１号の場合）「付加納付の有無」の入力欄で、該当するボタンをタップ 

⑤（厚生年金の場合）「年収」の入力欄に、加入期間の平均年収を入力 

⑥（加入資格に変更がある場合）「働き方・暮らし方の追加」のボタンをタップし、変更後の区分ごとに③～

⑤のステップを繰り返し入力 

⑦「試算する」をタップ ⇒画面上部のグラフ部分に、年金見込み受給額（年額）が表示されます。 
 

◆上記②～⑥の入力内容を変えることで、今後の「働き方・暮らし方」を変更した場合の年金額の変化を試算

することができます。 

【よくある質問】 

Ｑ Ａ 

使い方について詳しく

知りたい 

厚生労働省の「公的年金シミュレーター使い方ホームページ」を参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/kouteki_nenkin_simulator.html 

どのような人を利用対

象としているのか 

公的年金シミュレーターは、将来受給可能な年金額を手軽に試算したい方を利

用対象としており、若年世代をはじめ、幅広い年代の方に利用いただくことを想

定しています。なお、年金額の試算の際に入力できる年齢（生年月日）は、16歳

から 71歳までとなっています。 

老齢年金以外の試算は

できないのか 

試算できるのは、老齢年金（老齢基礎年金・老齢厚生年金）です。その他の障害

年金、遺族年金等は試算できません。 

 

☛ 公的年金シミュレーターは、簡易に年金額の試算を行うためのツールとして開発されたものであり、被保

険者等の個人情報を用いず、また、働き方・暮らし方の入力は年単位で行うなどの簡素化が図られていま

す。このため、「ねんきんネット」と異なり、特別支給の老齢厚生年金など詳細な試算は行えませんが、手

軽に年金額を試算することができます。 

☛ お客さまが個人の過去の加入記録に基づく、より詳細な試算を希望される場合は、「ねんきんネット」をご

案内ください。 

【参考】ねんきんネットとは？ 

・「ねんきんネット」は、お客さまがインターネットを通じてご自身の年金の情報を確認できる、日本年

金機構が提供するサービスです。詳細は日本年金機構のＨＰを参照ください。 

（ねんきんネットＨＰ）https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html 

 

 ☛ 年金制度への理解を深めていただくこと等を目的に、日本年金機構が、毎年誕生月に、お客さま（加入者）

の年金記録を記載した「ねんきん定期便」をお送りしています（令和 4年 4月発行分以降のねんきん定期

便に二次元コードを記載）。なお、「ねんきん定期便」の形式や記載内容は年齢によって異なります。 

出典：厚生労働省「公的年金シミュレーター使い方ホームページ」をもとに生命保険協会作成 

https://www.mhlw.go.jp/stf/kouteki_nenkin_simulator.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/kouteki_nenkin_simulator.html
https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/kouteki_nenkin_simulator.html

